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事業承継の実行

　中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設
備投資等の取り組みを記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定を受
けることにより中小企業経営強化税制（即時償却等）や各種金融支援が受けられます。
詳細については、平成 30 年度の戦略的経営展開マニュアルで紹介していますのでご覧
ください。
　ここで強調したいのは、中小企業経営強化税制や各種金融支援を受けるために経営力
向上計画の認定を受けるのではなく、「会社を磨き上げる」ために経営力向上計画を作成
して、各種施策を利用することが大事ということです。
　現経営者が元気なうちに、ローカルベンチマークで会社の健康診断をして、経営デザ
インシートで「あるべき姿」を確認し、「経営力向上計画」に取り組むべきです。
　「事業承継対策＝事業承継の特例活用」と考えられがちですが、「経営の見える化」と「会
社の磨き上げ」そのものが事業承継対策です。
　また、後継者不在企業の第三の選択肢として、Ｍ＆Ａが有効な手段として市民権を得て
いますが、その一方で、一部の仲介事業者の動きをみると会社を不動産のように考えてい
るケースも見受けられます。会社は不動産ではなく、経営者や従業員とともにあるもので
す。経営力向上計画の実行は後継者が中心となり、現経営者はその実行を支援する。その
延長線上に、経営力向上計画の制度活用やＭ＆Ａという手段があるのではないでしょうか。

　このように「戦略マップ」を作成し、戦略の筋書きを考えることで、戦略目標と業績
評価指標（KPI）の深耕が可能になります。経営デザインシートで考えた戦略は、実行し
なければ全く意味がありません。経営の実行は、戦略目標や業績評価指標（KPI）を定期
的に評価することで始まります。ＰＤＣＡサイクルのC（評価）とA（改善）が重要です。

　会社の代表者が交代するだけでは、実質的な事業承継とは言えません。実質的な事業承
継とは「経営権（支配権とも言えます）」を渡すことです。実質的に支配権を持つオーナー
が交代することが本当の「経営のバトンタッチ」と言えます。
　承継する対象は、お金や自社株、事業用の固定資産だけではなく、知的資産と呼ばれる、
目に見えない資産も含まれます。事業承継支援を行う場合、事業者の「知的資産」にも
目を配ることが必要です。知的資産は企業の競争力の源泉になります。

　事業承継は、第１章で示した「経営の見える化」と第２章で示した「会社の磨き上げ」を、
経営者と後継者が時間をかけて行うことでスムーズに実行されますが、何を誰に引き継
ぐかによって取り組む内容が異なります。誰に引き継ぐかで分類したのが図6 ですが、
事業承継とは、何を承継するのでしょうか？
　第３章では、何を承継するのか述べた上で、実施手順を示します。

第１節　「何を」承継するのか

第３節　経営力向上計画を活用した会社の磨き上げ
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図6　事業承継の分類

承継の分類
（誰に）

社外第三者への承継
（M&A 等）

親族外での承継
役員（MBO）、社員（EBO）

社内での承継

親族内での承継

PLAN
計画

DO
実行

ACTION
改善

CHICK
評価

PDCA
サイクル

人の承継

知的資産の承継

資産の承継
①経営権（支配権としての株式）
②代表権
③組織

①経営理念
④経営者の信用
⑦知的財産権（特許等）

③ノウハウ
⑥顧客情報

②従業員の技術、技能
⑤取引先との人脈
⑧認可許可　　　　　　　　　　　　　　　等

①株式（財産価値としての株式）
②事業用資産（設備・不動産等）
③資金（負債）
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　事業承継は「経営の見える化」と「会社の磨き上げ」の過程で行われるもので、改め
て事業承継計画を作成し実行のための施策を考えるものではありません。しかし、中小
企業のほとんどが同族企業（ファミリービジネス）ということに注意する必要があります。
経営に関わり、株式を保有しているのは創業経営者の家族や親族が中心です。
　そのため、事業承継の実行に当たって、真っ先に留意しなければならないのは、株式
の移転と経営者個人の相続対策です。事業承継の特例を活用して株式の移転を検討する
のは、その後と考えることが大切です。

　小規模・零細企業の場合、自社だけで事業承継に取り組むことは困難な場合が多いで
しょう。事業承継に関する専門的なアドバイスを受けたい場合は、日ごろの経営相談や
税務申告の相談などでサポートを受けている商工会・商工会議所などの商工団体、金融
機関、顧問の税理士・弁護士・公認会計士などが身近な相談先といえます。
　公的な支援機関としては、事業承継に関する相談対応を行っている「事業引継ぎ支援
センター」、総合的なアドバイスを受けられる「よろず支援拠点」があります。

第３節　事業承継の支援体制

第２節　実行
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　また、引き継いだ会社の支配権を行使できるかどうかは、後継者が取得した株式の議
決権の割合によって異なります。後継者が自らの経営を安定させるには最低でも過半数、
株主総会の特別決議に対して拒否権を発動されないようにするには、３分の２以上の議
決権が必要です。

２－１　事業承継の実施手順
　事業承継には、広義の取り組みと狭義の取り組みがあります。事業承継は、早めの取
り組みが肝心とよく言われますが、それはなぜでしょうか。下表の「広義の取組」を見ると、
１の企業価値向上から４の事業承継特例活用まで、取り組み内容は幅広く、少なくても
５～７年かかるということがわかるでしょう。「実行（やる！）」という意思決定が事業
承継の始まりです。

≪全般的な相談≫
◆青森県事業承継ネットワーク事務局
　青森市新町2-4-1青森県共同ビル7階（公財）21あおもり産業総合支援センター内
　電話番号017-732-3530　FAX番号017-721-2514

◆各地の商工会議所・商工会

≪専門的な相談≫
◆経営承継円滑化法・金融支援に係る特例措置
　青森県  地域産業課　創業支援グループ　　電話番号017-734-9374

◆事業の引継ぎ
　青森県事業引継ぎ支援センター（（公財）21あおもり産業総合支援センター内）
　電話番号017-723-1040

◆事業承継に必要な融資や信用保証制度
　青森県信用保証協会　　電話番号017-723-1356

◆中小企業組合・組合員の事業承継
　青森県中小企業団体中央会　　電話番号017-777-2325

◆経営承継円滑化法による金融支援等
　日本政策金融公庫　　電話番号0120-154-505

◆事業の「見える化」「磨き上げ」
　青森県よろず支援拠点（（公財）21あおもり産業総合支援センター内）
　電話番号017-721-3787

◆事業の立て直し
　青森県中小企業再生支援協議会（（公財）21あおもり産業総合支援センター内）
　電話番号017-723-1021

　青森県経営改善支援センター（（公財）21あおもり産業総合支援センター内）
　電話番号017-723-1024

項　目

1  企業価値向上
（会社の内容を良くする） 経営者と後継者

・ローカルベンチマーク（会社の健康診断）
・経営デザインシート作成（「あるべき姿」
　を描く）
・経営力向上計画の作成

・経営力向上計画の実行

・個人の相続対策
・事業承継計画（株式移転）

・承認申請書作成・贈与実行
・認定申請・税務申告
・年次報告
・継続届け出書提出

後継者中心・経営
者支援

現経営者
現経営者
後継者
後継者

経営者

2  事業を引き継ぐ

3  事業承継計画（狭義）

4  事業承継特例活用

取　組

事業承継計画／広義の取組
誰　が
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